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2021年衆議院選挙 政党アンケート回答（抜粋）

法
律　

11
月
１
日
（
月
）
午
後
２
時
〜
４
時

税
務　

11
月
17
日
（
水
）
午
後
２
時
〜
５
時

雇
用　

11
月
18
日
（
木
）
午
後
２
時
〜
４
時

※ 

会
場
は
保
険
医
会
館
。
１
週
間
前
ま
で
に
要
申
し
込
み

無料相談

協会行事案内参加ご希望の方は、必ず事前にお申し込み下
さい。Ｍ＆Ｄホールは保険医会館東隣りです。

未
入
会
者
と
は
、
会
員
院
所
に
勤
め
る
未
入
会
勤
務
医
で
す

※
協
会
行
事
な
ど
を
本
紙
等
で
報
道
・
紹
介
す
る
た
め
、
講
習
会
な
ど

の
写
真
で
個
人
が
特
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
趣
旨
を
ご
理

解
の
上
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
講
習
会
で
の
ビ
デ
オ
撮
影
や

録
音
は
お
断
り
し
ま
す
。

お申し込みは右のQRコードから
協会行事予定の「お申込み」へ

日
時　
10
月
23
日
（
土
）
午
後
３
時
〜
５
時

会
場　
保
険
医
会
館
５
階

講
師　
疋
田
英
司
氏
（
医
業
税
理
士
団
副
団
長
）

会
費　
会
員
・
家
族
無
料

定
員　
20
人

税
務
調
査
対
策
セ
ミ
ナ
ー
「
コ
ロ
ナ
時
代
の
税
務
調

査
と
税
務
行
政
デ
ジ
タ
ル
化
」

医
科・
歯
科
経
税
部
共
催
講
習
会

日
時　
10
月
30
日
（
土
）
午
後
３
時
〜
５
時

会
場　
保
険
医
会
館
２
階
第
１
会
議
室
、
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ

講
師　

 

秋
山
正
子
氏
（
看
護
師
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
マ
ギ
ー
ズ
東

京　

共
同
代
表
理
事
）

会
費　
会
員
・
ス
タ
ッ
フ
無
料

定
員　
会
場
20
人　

Ｗ
Ｅ
Ｂ
１
０
０
人

※
講
師
と
会
場
を
Ｗ
Ｅ
Ｂ
で
つ
な
ぎ
、
サ
テ
ラ
イ
ト
形
式
で

開
催
し
ま
す

が
ん
に
な
っ
て
も
、
自
分
ら
し
く
生
き
る
〜
本
当
に

求
め
ら
れ
る
支
援
を
学
ぶ

女
性
医
師・
歯
科
医
師
の
会
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
併
用
講
習
会

日
時　
10
月
31
日
（
日
）
午
前
10
時
30
分
〜
午
後
０
時
30
分

　
　
　

午
前
10
時
か
ら
大
阪
連
絡
会
の
総
会
を
し
ま
す

会
場　
Ｍ
＆
Ｄ
ホ
ー
ル
、
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ

講
師　
笠
原
浩
氏
（
松
本
歯
科
大
学
名
誉
・
特
任
教
授
）

会
費　
無
料

定
員　
60
人
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
90
人

歯
は
健
康
長
寿
の
鍵
〜
新
型
コ
ロ
ナ
に
負
け
な
い
歯

と
口
の
健
康
づ
く
り

保
険
で
よ
い
歯
科
医
療
を
大
阪
連
絡
会
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
併
用
市
民
講
座

日
時　
10
月
23
日
（
土
）
午
後
６
時
〜
８
時

会
場　
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ

講
師　
社
保
研
究
部
講
師
団

会
費　

 

１
千
円

定
員　
80
人

指
導
対
策
講
習
会
（
歯
初
診
含
む
）

【
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
限
定
】

日
時　
10
月
30
日
（
土
）
午
後
７
時
〜
９
時

講
師　
坂
口
勝
氏
（
堺
市
開
業
）

会
場　
東
洋
ビ
ル
４
階
会
議
室
（
堺
東
駅
よ
り
徒
歩
５
分
）

会
費　
会
員
無
料

定
員　
50
人

認
知
症
に
対
し
て
、
最
初
の
一
歩
（
仮
）

堺
・
高
石
・
和
泉
地
区
講
習
会

※ アンケート全回答は協会HP参照

自　民 公　明 維　新 立　憲 共　産 社　民 れいわ
歯
科
診
療
報
酬
の
引
き
上
げ
に

つ
い
て

その他 賛　成 どちらでもない 賛　成 賛　成 賛　成 賛　成
診療報酬の改定率について
は、医療機関の経営状況、物
価・賃金の動向等を踏まえな
がら、予算編成過程で議論し
ていくことになります。ま
た、令和４年度診療報酬改定
に向けては、新型コロナウイ
ルス感染症の状況等も踏まえ
なら、 国民 に対して 適切な
歯科医療が提供できるよう取
り組んでまいります。

歯科衛生保健の重要性につい
ては、広く国民にも周知され
つつあります。歯の健康を守
ることは、全身の健康に繋が
り、健康寿命を延長させると
言われており、歯科診療の質
を確保することは国民にとっ
てとても大切です。その基盤
となる歯科診療報酬の引き上
げは必要と考えます。

歯科医療の提供含め、適切な
見直しは必要である。

誰もが必要な医療を受けられ
るよう、医療の技術等を評価
する観点から、診療報酬の引
き上げに取り組むべきである
と考えます。

国民の口腔の健康をまもり、
「保険でよい歯科治療」を実
現するため、歯科の診療報酬
の抜本的な増額と改革、歯科
医療の充実が必要です。歯科
の初・再診料の水準を抜本的
に引き上げ、医科との格差是
正も必要です。

歯科医師の労働を正当に評価
するため診療報酬を引き上げ
ることは賛成ですが、同時に
低所得者層の負担が増えては
いけませんので、患者窓口負
担を軽減させるための公費助
成の仕組みを作る必要があり
ます。

金
パ
ラ
の
価
格
改
定

制
度
の
改
善
に
つ
い

て その他 どちらでもない 賛　成 どちらでもない 賛　成 賛　成 賛　成
今後、令和４年度診療報酬改
定に向けて、価格改定の方法
等について、関係者のご意見
もよくお聴きしつつ、検討し
てまいります。

昨年からの逆ザヤと価格改定
制度の検証を行った上で、実
勢価格を極力タイムラグがな
い形で反映できる制度につい
て議論すべきと思います。

金銀パラジウム合金の公定価
格と実勢価格の差が埋まるど
ころか実勢価格が一貫して上
がって推移しており歯科医に
とって大変な負担となってい
る。逆ザヤ解消対応が必要。

歯科医療機関の経営に与えて
いる影響を精査し、安定的な
経営ができるようにする観点
から、価格改定制度のあり方
について検討していくべき課
題であると考えます。

金パラの高騰により、歯科技
工物をつくるほど赤字になる
「逆ザヤ」は歯科や技工所の
経営と労働条件を圧迫してお
り改善が必要です。その際、単
に報酬に反映させ患者負担が
重くならないことが必要です。

歯科医療機関の経営を揺るが
しかねない問題であるという
ことは理解しております。即
時是正が必要と考えます。

地
域
医
療
構
想
を
見
直
し
、
病
床

を
増
や
す
こ
と
に
つ
い
て

その他 どちらでもない どちらでもない 賛　成 賛　成 賛　成 賛　成
地域医療構想は、今後の人口
減少・高齢化に対応し、質の
高い医療を効率的に提供でき
る体制を構築するため、将来
に向けて、地域ごとに医療機
関の役割分担や連携を議論し
ていくものであり、着実に進
めていくことが重要です。

そもそも地域医療構想は人
口減少というトレンドの中
で、医療提供体制の機能分化
を進めるということだと理解
しています。その上で、今回
の新型コロナ感染症によって
顕在化した医療体制の課題
と、将来想定しなければなら
ない新興感染症対策について
も、深く議論をした上で、今
後の方向性を導いていく必要
があると思います。

人員配置や設備面で急性期の
受入能力がない中小病院が過
多の現状を精査し医療提供体
制の再編を推進。開業医（か
かりつけ医）が入院判断等に
つき積極的に関与と指示を患
者に行う等、医療機関へ適切
な要請・対応ができる仕組み
を構築。

新型コロナウイルスの感染拡
大で明らかになった課題を踏
まえ地域医療構想を見直すべ
きです。コロナ禍で行うべき
は病床の削減ではなく確保で
す。

コロナ禍で病床数不足が医療
崩壊の原因ともなっているな
か、政府は「病床削減推進
法」を強行しました。地域医
療構想による公立・公的病院
の統廃合・病床削減を中止す
ること、病床を増やすことを
求めます。

各都道府県公立病院の統廃
合、病床の削減を推進してき
た「地域医療構想」は行政的
医療の拡充を図るために、根
本的に見直します。公立病院
の独立行政法人化のような国
民を守る医療提供体制を弱体
化させる政策は全国で見直し
ます。

医
療
機
関
の
減
収
分

を
全
額
補
て
ん
す
る

こ
と
に
つ
い
て　
　

その他 反　対 どちらでもない 賛　成 賛　成 賛　成 賛　成
医療機関支援として総額4.6 
兆円の予算を措置し、様々な
支援を実施しています。これ
らの支援を受けても結果とし
てなお損失が生じた医療機関
がある場合は、どのような対
応ができるか、引き続き検討
してまいります。

医療機関の経営状態を調査
し、まずは実態を把握するこ
とだと思います。他分野との
バランスからすると直ちに全
額補填することは難しいと考
えます。

新型コロナウイルス感染症患
者の受け入れ等により経営状
況が悪化した医療機関に対す
る適切な支援を行い、持続可
能な医療体制を構築する。

新型コロナウイルスの患者を
受け入れる医療機関に対し
て、減収分と負担増分を全額
事前包括払いするとともに、
収入の減ったすべての医療機
関への支援を行うべきです。

コロナ患者を受け入れている
医療機関はもとより、地域医
療を共同して支えているすべ
ての医療機関、医療従事者へ
の支援は急務です。減収補て
んなど、医療従事者の処遇改
善・体制強化など緊急支援が
必要です。

どのような手法を使って補填
するかということの制度設計
には様々な考え方があるとは
思いますが、減収補填につい
ては行う必要があります。

75
歳
以
上
の
医
療
費
窓
口
負
担
の

２
割
化
に
つ
い
て

賛　成 賛　成 賛　成 反　対 反対 反　対 反　対
75歳以上の窓口負担の見直し
については、令和３年６月に
健保法等改正法が成立し、現
役世代の負担上昇を抑制する
観点から、高齢者であっても
一定所得以上の方に限っては
負担割合を２割に引き上げる
とともに、負担増加を施行後
３年間は最大月額3000円に抑
える配慮措置を設けておりま
す。

少子高齢化への対応として、
社会保障における世代間の負
担をある程度、公平にするた
めに必要な事項であると考え
ます。と同時に高齢者への影
響を十分に配慮する必要があ
ります。公明党は、政府・与
党の議論で、現役世代の負担
抑制と高齢者の生活という両
面に配慮した見直しとなるよ
う強く訴え、反映されたもの
となっています。

現役世代への給付が少なく、
給付は高齢者中心という状況
を放っておけば更に現役世代
の負担が増えていく為、改革
道半ばながら賛成である。診
療報酬もセットで変える必要
あり。

コロナ禍で既に顕著な受診抑
制に拍車をかけ、症状の重篤
化を招く恐れがあり、コロナ
禍では容認できません。

政府がコロナ危機のもとで
「高齢者医療費２倍化法」を
成立させました。公費支出を
年約1200億円削減することが
目的で、受診控えによる健康
悪化が懸念されます。導入は
来年10月以降であり実施中止
を求めます。

「現役世代の負担軽減！」の
触れ込みで後期高齢者医療の
公費を削減することに反対で
す。むしろ、受診回数が増え
る後期高齢者の窓口負担は軽
減されるべきです。２割化の
中止と同時に、後期高齢者医
療制度は全額公費として高齢
者も「現役世代」も保険料負
担を減らすなど、抜本的改革
を行うべきです。

憲
法
９
条
を
変
え
る
こ
と
に
つ
い

て 賛　成 反　対 どちらでもない 反　対 反　対 反　対 反　対
現行憲法の基本原理（国民主
権・基本的人権の尊重・平和
主義）を堅持しつつ、現行憲
法の第９条第１項・第２項を
維持し、第９条の２で「自衛
隊」を明記すべきであると考
えております。

憲法９条１項、２項は、憲法
の平和主義を体現するもの
で、今後とも堅持します。９
条については、２年前に施行
された平和安全法制が、９条
の下で許容される専守防衛の
ための「自衛の措置」の限界
を明確にしました。この法制
の整備により、現下の厳しい
安全保障環境であっても隙間
のない安全確保が可能になっ
たと考えています。

平和主義・戦争放棄は堅持し
た上で、正面から改正議論を
行う。

未来志向の憲法議論を真摯に
行います。

憲法９条は世界に誇れる恒久
平和主義の条項です。日本共
産党は、現行憲法の前文をふ
くむすべての条項をまもり、
とくに平和的民主的諸条項の
完全実施をめざします。

憲法９条の議論よりも、私た
ちは現行憲法の25条に規定
されている、「健康で文化的
な最低限度の生活」を国が保
障していないことをもっと議
論すべきです。憲法改正論は
いたずらに法改正で対応すべ
き問題を改憲で対処しようと
する方向に誘導する傾向があ
ります。

大
阪
市
の
権
限
と
財
源
を

大
阪
府
に
移
管
す
る
広
域

行
政
の
一
元
化
に
つ
い
て

反　対 賛　成 賛　成 反　対 反　対 反　対 反　対
大阪市の権限と財源を大阪府
に移管する広域行政の一元化
については、2015年５月・
2020年11月に実施された２度
の住民投票結果を無視するも
のと考えます 。

これからの大阪全体の成長と
発展のためには、二重行政を
解消し、府と市が力を合わせ
ていける体制が不可欠です。
その信念で、住民の皆様の懸
念を払拭し、より民意に応え
られる条例となるよう、公明
党の修正提案が随所に反映、
大阪の発展に資する条例とな
っています。

道府県と政令指定都市の二重
行政問題が全国で顕在化して
いる現状に鑑み、都市圏の一
体的な成長を加速させるた
め、広域行政を一元化し、基
礎自治体は住民サービスに特
化する、新たな都市制度・地
方自治体のあり方である。

二度の住民投票で否定された
「大阪都構想」の簡易版であ
り、指定都市大阪市の存続と
いう民意を踏みにじるもので
す。大阪市を大阪府の下請け
機関に格下げすることは、基
礎自治体の充実・強化を図ろ
うとする地方分権改革に逆行
します。

「広域行政一元化」は昨年
11月に実施された大阪市廃
止の「住民投票」の審判を踏
みにじるものです。しかも、
カジノ・万博誘致にからむ大
型開発の推進ばかりであり、
コロナ対策や防災対策の強化
に逆行します。

大阪府が大阪市の財源をネコ
ババする広域行政の一元化に
は大いに反対です。

※主要８政党に送付。国民民主党からは回答がありませんでした。「その他」「どちらでもない」は賛否を選ばずに政党が独自に記述した項目です。


